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1１. 本⽇の説明事項

原⼦⼒事業者の技術的能⼒に関する審査指針への適合状況について
 本申請にあたり，新たに制定された「実⽤発電⽤原⼦炉及びその附属施設の位置、構造及び

設備の基準に関する規則」 (平成25年６⽉19⽇制定)により，⾃然災害や重⼤事故等の対
応について，設備及び運⽤を新たに整備した。

 まとめ資料は，平成29年３⽉までに審査を受けたものから先⾏審査実績を踏まえて記載の充
実や表現の適正化を図っているが，内容や⽅針に変更はない。

 本資料では，これらの泊発電所に関する当社の技術的能⼒について，「原⼦⼒事業者の技術
的能⼒に関する審査指針（平成16年５⽉27⽇，原⼦⼒安全委員会決定）」（以下「技
術的能⼒審査指針」という。）への適合性を⽰す。

発電⽤原⼦炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する
説明書の記載⽅針及び記載内容について
 令和２年４⽉１⽇に施⾏された「実⽤発電⽤原⼦炉の設置、運転等に関する規則」第５条

第２項に，設置変更許可本⽂⼗⼀号の説明資料として，添付書類⼗⼀「変更後における発
電⽤原⼦炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書」
（以下「添付書類⼗⼀」という。）が新たに追加された。

 本資料では，添付書類⼗⼀の記載⽅針及び記載内容について説明する。



2２.技術的能⼒審査指針への適合状況（１／８）



3２.技術的能⼒審査指針への適合状況（２／８）



4２.技術的能⼒審査指針への適合状況（３／８）



5２.技術的能⼒審査指針への適合状況（４／８）



6２.技術的能⼒審査指針への適合状況（５／８）



7２.技術的能⼒審査指針への適合状況（６／８）



8２.技術的能⼒審査指針への適合状況（７／８）



9２.技術的能⼒審査指針への適合状況（８／８）



10３－１．添付書類⼗⼀の記載⽅針 [1,2]

 添付書類⼗⼀の記載事項については，「発電⽤原⼦炉施設の設置（変更）許可申請に係る運⽤ガイド」を参考に，
令和２年４⽉１⽇に届出を実施した設置変更許可本⽂⼗⼀号に基づく「設置許可申請に当たって実施した設計活
動に係る品質管理の実績」，「その後の⼯事等の活動に係る品質管理の⽅法及び組織等」を記載する。

 設計活動に係る品質管理の実績として，実施した設計の管理の⽅法を「3. 設計活動に係る品質管理の実績」に記
載する。

 具体的には，組織について「3.1 本申請における設計に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含む。）」
に，実施する各段階について「3.2 本申請における設計の各段階とその審査」に，品質管理の⽅法について「3.3 本
申請における設計に係る品質管理の⽅法」に，調達管理の⽅法について「3.4 本申請における調達管理の⽅法」に，
⽂書管理について「3.5 本申請における⽂書及び記録の管理」に，不適合管理について「3.6 本申請における不適
合管理」に記載する。

 その後の⼯事等の活動に係る品質管理の⽅法，組織等に係る事項については，「4. その後の⼯事等の活動に係る
品質管理の⽅法等」に記載する。

 具体的には，組織について「4.1 その後の⼯事等の活動に係る組織（組織内外の相互関係及び情報伝達含
む。）」に，実施する各段階について「4.2 その後の設計，⼯事等の各段階とその審査」に，品質管理の⽅法につい
て「4.3 その後の設計に係る品質管理の⽅法」，「4.4 ⼯事に係る品質管理の⽅法」及び「4.5 使⽤前事業者検
査の⽅法」に，設計及び⼯事の計画の認可申請（以下「設⼯認」という。）における調達管理の⽅法について「4.6
設⼯認における調達管理の⽅法」に，⽂書管理について「4.7 その後の設計，⼯事等における⽂書及び記録の管
理」に，不適合管理について「4.8 その後の不適合管理」に記載する。

 また，設⼯認に基づき，「実⽤発電⽤原⼦炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成25年６⽉28⽇
原⼦⼒規制委員会規則第６号）（以下「技術基準規則」という。）」への適合性を確保するために必要となる設備
（以下「適合性確認対象設備」という。）の施設管理について，「5. 適合性確認対象設備の施設管理」に記載する。

※上記の「」内の番号は，添付書類⼗⼀における項番号を⽰す。



11３－２．添付書類⼗⼀の記載内容 [3,4,14]

 本申請に当たって実施した設計に係る品質管理並びにその後の⼯事等の活動に係る品質管理の⽅法及び組織等に係
る事項については，設置変更許可本⽂⼗⼀号に基づき実施する。

 適合性確認対象設備の施設管理は，技術基準規則への適合性を使⽤前事業者検査を実施することにより確認し，
使⽤開始後においては，安全上の重要度に応じた点検計画を策定し保全を実施することにより，適合性を維持する。

 また，品質管理に係る体制については，以下のとおりである。
設計及び調達並びにその後の⼯事等を実施する本店組織及び発電所組織に係る体制を第１図に⽰す。
設計及び調達の各プロセスを主管する箇所を第１表に⽰す。

第１図 適合性確認に関する体制表 [3] 第１表 設計及び調達の実施の体制 [4]

※上記の項番号は，添付書類⼗⼀における項番号を⽰す。


